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タイ財務省は、少額貨物の輸入に対する付加価値税（VAT）について                                            

改正案が公表される見込みであることを明らかにしました。 
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概要: 

 

2024年 4月 2日、タイ財務省は、近日中にタイ歳入局が歳入法の改正案を公表する旨を明らかにしました。本

改正により、オンラインマーケットプレイスを通じて購入される少額貨物の輸入（1500バーツ未満）に対して 7％

の付加価値税（以下、「VAT」）が課せられることになります。 

 

1. 現行の法律 

 

現在、関税法に基づき、1,500バーツ（約 40米ドル）未満の貨物は関税が免除されており、VAT上の取扱いも、

関税が免除されている輸入品に対しては VATを免除しています。 

事実上、海外事業者から少額貨物を購入する消費者は 7％の VATを支払う必要はありませんが、タイ国内の

事業者から少額貨物を購入する消費者（すなわちタイ国内での販売）は、国内法に基づき、7％の VATが課され

ます。その結果、タイ国内の事業者は海外事業者と比較すると不利な立場に置かれています。 

 

2. 改正案による影響 

 

関税が免除となる貨物に対して VATが免除される規定を廃止するため、歳入法の改正が予定されており、この

動向は、VAT事業者登録を行っていないタイの顧客に対してオンラインマーケットプレイスを通じて販売を行う海

外事業者に影響を与える可能性があります。具体的には、少額貨物が販売されているオンラインマーケットプレ

イス（海外およびタイ国内の両方のマーケットプレイス）の運営事業者に対して VATの納税義務が課されること

が想定されます。よって、本改正によりオンラインマーケットプレイスの運営事業者は月次の VAT申告が義務付

けられ、追加の手続きが生じる可能性があります。 

 

現在、当法案がどのように実行されるのかは未だ公表されていませんが、今年 5月中にタイ歳入局からタイ財

務省に改正案が提出されることが予定されています。 

 

3. PwCの見解 

 

このメカニズムは OECD推奨の枠組みに基づき構築されており、電子商取引プラットフォーマーに税務申告と支

払いの義務を課すことにより、少額貨物の輸入に対する VATを徴収します。 

歳入局は当改正の根拠として下記の 2点を挙げています。 

（i）少額貨物の販売／輸入に関して、タイ国内事業者と海外事業者の両方に公平な競争環境を提供すること 

（ii）歳入局がこれまで徴収出来ていなかった少額貨物の輸入に対する税金を徴収すること 

本改正は、今後のオンラインマーケットプレイスの運営に重大な影響を与える可能性があるため、PwCは歳入

局からの更なる詳細の公表について、引き続き注視していきます。
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある

場合は英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して

適用されない場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は

一部を転載することを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所 (電話番号： (662) 844-1000) までお問い合わせ下さい。 
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